
 

函館市大学振興・地域水産業創生事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，函館市大学振興・地域水産業創生事業補助金（以

下「補助金」という。）の交付に関し，函館市補助金等交付規則（昭

和６２年函館市規則第４３号。以下「交付規則」という。）に定める

もののほか，必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付対象となる者は，国立大学法人北海道大学（以下

「補助事業者」という。）とする。 

（補助対象事業および補助金の額） 

第３条 補助金の交付対象となる事業は，補助事業者が当該年度内に実

施する地方大学・地域産業創生交付金交付要綱（平成３０年府地事第

２４６号）に基づき交付金の交付決定を受けたCREEN人材育成事業と

する。 

２ 補助金は，前項に規定する事業に要する経費について，予算の範囲

内において交付する。 

 （申請の取下げ期間） 

第４条 補助事業者は，交付規則第１１条の規定により交付申請を取り

下げようとするときは，当該補助金の交付決定に係る通知を受けた日

から起算して１５日を経過する日までに，文書により市長に申し出な

ければならない。 

（実績報告の期限） 

第５条 補助事業者は，補助事業の完了後，当該補助金の交付決定があ

った日の属する会計年度の３月３１日までに，交付規則第１７条第１

項の規定により補助事業の実績を報告しなければならない。 

（補助金交付の条件） 

第６条 補助対象経費に消費税および地方消費税相当分を含めた額で補

助金の交付の申請をした補助事業者は，補助対象事業完了後に消費税

および地方消費税の申告により，この補助金に係る消費税および地方



 

消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場

合を含む。）には，別記第１号様式により速やかに市長に報告しなけ

ればならない。 

２ 市長は，前項の規定による報告があったときは，すでに交付した補

助金のうち消費税等仕入控除税額の全部または一部に相当する額につ

いて，市に納付させることができる。 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

附 則 

 この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は，令和７年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日前に補助金の交付の決定を受けた事業について

は，なお従前の例による。 



 

別記第１号様式（第６条関係）  
  

  
  年  月  日   

  
（あて先）函 館 市 長  
  

（申請者）  
法  人  名             
代表者氏名  

  
  年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書  

   
     年  月  日付け函○○第  号で交付決定を受けた   年度 函館市大学振

興・地域水産業創生事業補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額について，下記のとおり報告します。  
  
  
１ 函館市大学振興・地域水産業創生事業補助金交付要綱第３条第２項に規定

する額又は事業実績報告による精算額  
  
  
２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る

仕入控除税額（市補助金返還相当額）  
  
  
３ 添付書類  

（１）積算内訳報告書  

（２）課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書（写し）  

（３）課税売上割合，控除対象仕入税額等の計算書（写し）  

（４）特定収入割合が５％を超える場合は，その計算書類 



１　主たる事務所の所在地・法人名等

２　代表者職氏名

３　補助事業名

４　函館市から交付された補助金等の額の確定額

円

５　概要（「返還なし」となる理由を記載）

積算内訳報告書［返還なし］



１　主たる事務所の所在地・法人名等

２　代表者職氏名

３　補助事業名

４　函館市から交付された補助金等の額の確定額

円

５　概要

　（１）補助金の使途の内訳

課税仕入 非課税仕入 合計

0

0

0

小計 0 0 0

0

0

0

小計 0 0 0

0 0 0

　（２）課税売上割合

課税売上高[課税資産の譲渡等の対価の額] 総売上高[資産の譲渡等の対価の額]

／

＝ 0 ％

　（３）消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

　　　Ａ　課税売上にのみ要する課税仕入れに使用された補助金（税率８％適用分）

0 ×(8/108)= 0 円

　　　Ｂ　課税売上にのみ要する課税仕入れに使用された補助金（税率10％適用分）

0 ×(10/110)= 0 円

　　　補助金に係る仕入控除税額（Ａ＋Ｂ）＝ 0 円

合計

積算内訳報告書［全額控除(課税売上割合95%以上)］

補
助
対
象
経
費
の
内
訳

区分

８
％
分

10

％
分



１　主たる事務所の所在地・法人名等

２　代表者職氏名

３　補助事業名

４　函館市から交付された補助金等の額の確定額

円

５　概要

　（１）補助金の使途の内訳

課税売上
対応分

非課税売上
対応分

共通対応分

0

0

0

小計 0 0 0 0 0

0

0

0

小計 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

　（２）課税売上割合

課税売上高[課税資産の譲渡等の対価の額] 総売上高[資産の譲渡等の対価の額]

／

＝ 0 ％

　（３）消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

　　　Ａ　課税売上にのみ要する課税仕入れに使用された補助金（税率８％適用分）

0 ×(8/108)= 0 円

　　　Ｂ　課税売上にのみ要する課税仕入れに使用された補助金（税率10％適用分）

0 ×(10/110)= 0 円

　　　Ｃ　課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れに使用された補助金（税率８％適用分）

0 ×(8/108)× 0 %＝ 0 円

　　　Ｄ　課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れに使用された補助金（税率10％適用分）

0 ×(10/110)= 0 %＝ 0 円

　　　補助金に係る仕入控除税額（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）＝ 0 円

合計

区分 合計非課税仕入

課税仕入

積算内訳報告書［個別対応方式］

補
助
対
象
経
費
の
内
訳

８
％
分

10

％
分



１　主たる事務所の所在地・法人名等

２　代表者職氏名

３　補助事業名

４　函館市から交付された補助金等の額の確定額

円

５　概要

　（１）補助金の使途の内訳

課税仕入 非課税仕入 合計

0

0

0

小計 0 0 0

0

0

0

小計 0 0 0

0 0 0

　（２）課税売上割合

課税売上高[課税資産の譲渡等の対価の額] 総売上高[資産の譲渡等の対価の額]

／

＝ 0 ％

　（３）消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

　　　Ａ　課税仕入れに使用された補助金（税率８％適用分）

0 ×(8/108)× 0 %＝ 0 円

　　　Ｂ　課税仕入れに使用された補助金（税率10％適用分）

0 ×(10/110)= 0 %＝ 0 円

　　　補助金に係る仕入控除税額（Ａ＋Ｂ）＝ 0 円

合計

積算内訳報告書［一括比例配分方式］

区分

補
助
対
象
経
費
の
内
訳

８
％
分

10

％
分


